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（6）携帯電話基地局について
質問 回答

携

帯

電

話

基

地

局

高さ 10ｍを超える携帯電話基地局

は届出の対象とされているが、アン

テナの高さは含まれるのか。

アンテナの取り付け方により、以下のとおり取扱いが異なり

ます。

① アンテナを持ち出してコンクリート柱等に取り付ける

場合は、アンテナの高さは含みません。なお、アンテナ

を持ち出して取り付ける場合でも、高さ 10ｍ超となる場

合は、届出の対象となります。

② 鋼管柱等の上に一体的に取り付ける場合は、アンテナの

高さも含みます。

既存の携帯電話基地局のアンテナ

を交換又は追加する場合は、届出は

必要か。

交換又は追加するアンテナの変更面積（表面積又は見付け面

積のうち小さい方の面積）が 10 ㎡以下の場合は、届出は不

要です。

既存の携帯電話基地局の塗装の塗

り替えについて、同色に塗り替える

場合は、届出は必要か。また、事前

相談は必要か。

従前と同じ色に塗り替える場合は、色彩の変更に該当しない

ため届出は不要です。また、事前相談も不要です。

既存の携帯電話基地局の塗装の塗

り替えについて、同色に塗り替える

場合は色彩の変更にならないため

届出は不要とされているが、景観に

配慮した色に塗り替える場合は、届

出は必要か。

色彩の変更に該当するので、届出は必要です。

既存の携帯電話基地局に付属して

いるメンテナンスボックスなどの

付属物を交換又は追加する場合は、

届出は必要か。

交換又は追加するメンテナンスボックスなどの付属物の変

更面積（表面積又は見付け面積のうち小さい方の面積）が 10

㎡以下の場合は、届出は不要です。

携帯電話基地局の横にある地上設

置型機器を交換又は塗装を塗り替

える場合は、届出は必要か。

地上設置型機器は届出対象ではないため、届出は不要です。

建築物の屋上に携帯電話基地局を

設置する場合、届出の対象となる

か。

建築物の上端から、

携帯電話基地局の

上端までの高さが 5ｍを超え、

かつ、

地番面から携帯電話基地局の

上端までの高さが 10ｍを

超える場合は、届出が必要です。 （対象事例）

大規模な工場敷地内等で、外部から

見通せない場所での行為も届出が

必要か。

届出は必要です。

7m

4m
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（7）太陽光発電施設について
質問 回答

太

陽

光

発

電

施

設

既設の太陽光発電施設の取扱いはど

うなるのか

届出は不要です。ただし、今後太陽光発電施設を増築、改

築、移転又は色彩の変更をする場合で、届出の対象となる

規模に該当すれば、届出が必要となります。

太陽電池モジュールの合計面積が

1,000㎡を超える場合は届出対象とさ

れているが、増築の場合は増築部分の

太陽電池モジュールの面積が 1,000

㎡を超えている場合に届出が必要と

なるのか。

増築部分の面積で判断するのではなく、増築後の太陽電池

モジュールの合計面積が 1,000 ㎡を超える場合は、届出が

必要となります。ただし、増築部分の太陽電池モジュール

の合計面積が 10㎡以下の場合は、届出は不要です。

太陽電池モジュールの合計面積 995

㎡の既存の太陽光発電施設に、太陽電

池モジュールの合計面積が 9 ㎡を増

築する場合、（増築前は届出が必要と

なる規模ではないが、増築により届出

が必要となる規模となる場合）、届出

は必要となるのか。

増築の場合、増築後の太陽電池モジュールの合計面積が

1,000 ㎡を超え、かつ増築部分の太陽電池モジュールの合

計が 10㎡を超える場合は、届出が必要となります。したが

って、質問の場合は、増築後の太陽電池モジュールの合計

面積が 1,000 ㎡を超えますが、増築部分の太陽電池モジュ

ールの合計面積が 10㎡以下のため、届出は不要です。

建築物の屋上（陸屋根）に太陽光発電

施設を設置する場合、届出の対象とな

るか。

建築物の上端から当該工作物の上端までの高さが 5ｍを超

え、かつ、地盤面から当該工作物までの高さが 10m を超え

る場合は、届出が必要です。

また、太陽電池モジュールの合計面積が 1,000 ㎡を超える

場合も届出が必要です。

パネル設置の際には、パネルの最上部をできる限り低く

し、目隠し等を行ってください。

届出が必要な規模等の建築物の外壁

または屋根の一部を太陽電池モジュ

ールに変更する場合、届出は必要とな

るのか。

太陽電池モジュールが屋根や外壁の一部を構成している

ようなもので、「建築物の外観の変更に該当する模様替」に

該当し、太陽電池モジュールの合計面積が 10 ㎡を超える

場合は届出が必要となります。（屋根などと一体型の場合）

太陽光発電施設が建築物と一体とな

って設置されるものも届出が必要と

されているが、この場合、建築物も届

出の対象となるのか。

建築物が建築物の届出対象の規模に達していなければ、建

築物の届出は不要です。

学校、工場、複合施設等、同一敷地内

（一団の土地）に複数の建築物がある

場合、屋根の上の太陽電池モジュール

の合計面積は建築物ごとに考えるの

か。

同一敷地または一団の土地にある建築物の屋根に設置す

る太陽電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超える場合

は、届出の対象となります。

土地の形質の変更と太陽光発電施設

の届出は 1 つでよいのか。

同一敷地（一団の土地）内で行うのであれば、一つの届出

とすることは可能です。なお、届出の受理の日から 30 日間

は、行為に着手することができないため、スケジュールに

余裕をもってすすめてください。

高さ

10ｍ超

高さ

5 ｍ

超
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